


（１－１）

発注概要書
入札参加者は、令和８年３月４日付、大阪府公報に公告した、安威川流域下水道中央水みらいセンター脱水ケーキ収集運搬処分業務（その２）の委託に係る単価契約（政府調達に関する協定関係）について、この公告のほか次の発注内容を確認すること。
また、入札説明書及び競争入札心得の内容を遵守するとともに、契約締結に必要な条件を熟知のうえ、入札を行うこと。
令和８年３月４日（大阪府公報の公告日）

記
	令和7年4月1日以降の公告案件から、一定の資本関係又は人的関係等にある複数の者が同一入札に参加した場合、その者のした入札は無効となり、入札参加停止措置を行いますのでご留意ください。

https://www.pref.osaka.lg.jp/o040100/keiyaku_2/e-nyuusatsu/e-itaku-new-seido.html


	本件入札の執行は、入札の対象となる業務に係る予算が大阪府議会において議決され、その予算の執行が可能となることにより行うものとする。
業務提携者の構成員（入札を委任する者）は入札参加申請を行わないようにご注意ください。入札参加申請を行う前に「３　入札参加資格」（特に、その他の資格要件）を再度ご確認ください。


　　
１　発注の内容
	発　注　年　度
	令和８年度

	業　務　名　称
	安威川流域下水道　中央水みらいセンター　脱水ケーキ収集運搬処分業務(その２)の委託に係る単価契約

	業務所管所属
	都市整備部　北部流域下水道事務所

	入札参加資格者名簿
登録業種（種目コード）
	○単体企業で参加する者

「産業廃棄物（収集・運搬）（種目コード061）」　及び
「産業廃棄物（処分）（種目コード062）」

○業務の提携をしている二以上の企業で参加する者

「産業廃棄物（収集・運搬）（種目コード061）」　又は
「産業廃棄物（処分）（種目コード062）」
（ただし、業務提携によりそれぞれ担当する業務に応じた登録をされていること。）

	履　行　場　所
	茨木市宮島三丁目地内

	履　行　期　間
	令和８年６月１日　から　令和９年６月３０日まで

	契　約　方　式
	・単価契約
（単価契約とは、給付を受けるべきサービス等の単位当たりの価格（単価）を取り決め、契約期間内において給付を受けた実績数量に当該単価を乗じた金額を支払う契約です。）

・債務契約

（債務契約とは、地方自治法第214条で規定する債務負担行為を設定した複数年度にまたがる契約です。）　

	落　札　方　式
	最低制限価格制度及び低入札価格調査制度の採用なし　

	支払い条件
	月締払い

	契約不適合責任期間
	なし

	◆入札にあたっては、業務内容に応じた契約希望単価（消費税及び地方消費税相当額を加算していない額）に発注予定数量を乗じて得た額の総額を入札書に記載すること。

　　　（発注予定数量は、あくまで想定数量であるため、実際の発注が発注予定数量に満たない場合がある。）

◆契約単価の決定方法は、落札者が提出した「単価内訳書」に記載された額とする。

◆入札金額と「単価内訳書」の金額が一致しない入札は無効となるので、注意すること。


	□注意事項

	１
	本件入札のほかに、本件入札と同日に公告（発注）及び開札する同種の入札案件に複数入札参加することは可能であり、また複数案件で落札者となることも可能です。

	２
	下記の同種の入札案件において、複数で落札者となった者は、すべての案件について、落札するものとし、いかなる場合でも一部の案件のみを落札することはできません。
落札者となった案件の内、一つの案件でも落札しない場合は、落札者となっている下記案件の入札については全て無効となりますので、入札に当たっては十分に注意してください。

	入札案件（業務名称）
	備考

	安威川流域下水道　中央水みらいセンター　脱水ケーキ収集運搬処分業務（その１）の委託に係る単価契約
	

	安威川流域下水道　中央水みらいセンター　脱水ケーキ収集運搬処分業務（その２）の委託に係る単価契約
	本件

	安威川流域下水道　中央水みらいセンター　脱水ケーキ収集運搬処分業務（その３）の委託に係る単価契約
	


２　発注スケジュール

	（１）
	入札説明書等交付
	令和８年　３月　４日（水）午前１０時 から

　　同年　３月２７日（金）午後　４時 まで

	
	予定価格の公表
	落札決定後、大阪府電子契約ポータルサイトにより公表

	（２）
	本業務への入札参加申請
	令和８年　３月　４日（水）から
　　同年　３月２７日（金）午後　５時 まで

	（３）
	理由説明の要求期限（※１）
(入札参加資格が「無」のとき)
	令和８年　４月　２日（木）午後　４時 まで

	（４）
	入札説明書等に対する質問期間　（※１）
	令和８年　３月　４日（水）午前１０時 から
同年　３月２７日（金）午後　４時 まで

	
	質問に対する回答予定日(※２)
	令和８年　４月９日（木）午前１０時 から

	（５）
	入札書の提出日
　
	郵送
	令和８年　４月１４日（火）
　　同年　４月１５日（水）午後　５時まで

	
	
	持参
	令和８年　４月１６日（木）午後　２時

	（６）
	入札執行の日時
	令和８年　４月１６日（木）午後　２時


(※１)理由説明の要求及び入札説明書等に対する質問は大阪府北部流域下水道事務所までメール（hokubugesui@sbox.pref.osaka.lg.jp）により行ってください。
(※２)質問に対する回答を、入札説明書等一式に追加する場合がありますので、その際は大阪府北部流域下水道事務所ホームページ(https://www.pref.osaka.lg.jp/hokubugesui/ )　をご確認ください。

	（「１　発注の内容」に掲げる入札参加資格者名簿登録業種（種目コード）に登録がない場合）

令和７・８・９年度大阪府物品・委託役務関係競争入札参加資格登録者名簿への

新規又は追加の登録申請
	申請期限
	令和８年　３月１７日（火） 午後４時 まで

上記期限までに、電子申請及び添付書類に不備のないことが必要です。不備があった場合は上記期限までにその補正を完了すること。

	
	申請方法等
	ア　資格審査に関する添付書類の提出場所及び問合せ先

〒540-8570　大阪市中央区大手前二丁目

大阪府総務部契約局総務委託物品課
総務・資格審査グループ　（TEL (06)6944-6644）

イ　申請の方法

システムにおいて、必要な事項を入力し、添付書類
を登録して送信する。
ウ　その他

詳細は、システムの説明による。


３　入札参加資格

単体の企業又は業務の提携をしている二以上の企業（廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。）第14条第１項及び第６項の規定に基づく産業廃棄物の収集運搬業及び処分業に係る許可について、各企業がそれぞれ行う業に係る許可を有する二者以上で構成される者をいう。（以下「業務提携者」という。））で次に該当するものであること。
（１）　単体の企業にあっては、次に該当する者であること。
	入札説明書で示す
資格要件
	入札説明書で示す資格要件をすべて満たしていること。

	登録業種
	令和７・８・９年度大阪府物品・委託役務関係競争入札参加資格者名簿中

「産業廃棄物（収集・運搬）（種目コード061）」 及び
「産業廃棄物（処分）（種目コード062）」に登録をされている者であること。

	地域要件
	なし

	許認可等
	廃掃法第14条第１項及び第６項の規定に基づく産業廃棄物の収集運搬業及び処分業について、次の(ｱ)から(ｴ)を満たす許可を有する者であること。
(ｱ) 積み込む場所及び積み下ろす場所を含む区域を管轄する都道府県知事（又は政令市長※）の産業廃棄物収集運搬業の許可
(ｲ) 当該処分を行う区域を管轄する都道府県知事（又は政令市長※）の産業廃棄物処分業の許可
(ｳ) 上記(ｱ)(ｲ)の許可証において、廃掃法第２条第４項第１号に規定する産業廃棄物のうち、次に掲げる種類が明記されていること。

・汚泥
(ｴ) 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの電子マニフェストシステム「JWNET」へ収集運搬業者及び処分業者として加入していること。
※ 政令市長とは廃掃法施行令第27条第１項に規定する市長のことをいう。

	その他
	本件入札に業務を提携して参加する者でないこと。


（２）　業務の提携をしている二以上の企業にあっては、次に該当するものであること。

	入札説明書で示す資格要件
	入札説明書で示す資格要件をすべて満たしていること。

	登録業種
	令和７・８・９年度大阪府物品・委託役務関係競争入札参加資格者名簿中

「産業廃棄物（収集・運搬）（種目コード061）」　又は
「産業廃棄物（処分）（種目コード062）」に登録をされている者であること。
（ただし、業務提携によりそれぞれ担当する業務に応じた登録をされていること。）

	地域要件
	なし

	許認可等
	廃掃法第14条第１項及び第６項の規定に基づく産業廃棄物の収集運搬業及び処分業について、収集運搬業を担当する者は次の(ｱ)(ｳ)及び(ｴ)を、処分業を担当する者は次の(ｲ)(ｳ)及び（ｴ）を満たす許可をそれぞれ有する者であること。
(ｱ) 積み込む場所及び積み下ろす場所を含む区域を管轄する都道府県知事（又は政令市長※）の産業廃棄物収集運搬業の許可
(ｲ) 当該処分を行う区域を管轄する都道府県知事（又は政令市長※）の産業廃棄物処分業の許可
(ｳ) 上記(ｱ)(ｲ)の許可証において、廃掃法第２条第４項第１号に規定する産業廃棄物のうち、次に掲げる種類が明記されていること。
　　　・汚泥

(ｴ)　公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの電子マニフェストシステム「JWNET」へ収集運搬業者または処分業者として加入していること。
　　（ただし、業務提携によりそれぞれ担当する業務に応じた加入をされていること。）

※　政令市長とは、廃掃法施行令第２７条第１項に規定する市長のことをいう。

	その他
	各企業が、この公告の入札参加の申請をしている単体の企業及び他の業務提携をしている企業の構成員でないこと。


４　手続先・問合せ先

	内　　　　　　容
	手続先・問合せ先

	本件入札に関すること、及び「６添付書類一覧(1)入札参加確認申請手続）」の提出先。
「６添付書類一覧(2)入札書の提出」を郵送または持参により提出する場合。
落札決定後の契約手続に関すること。
	〒567-0041　茨木市下穂積一丁目１８０
大阪府北部流域下水道事務所　総務課

電話番号　０７２－６２０－６６７１



５　交付書類一覧

	発注概要書等
	名称
	交付方法
	ファイル形式

	
	１－１　発注概要書
	ホームページにより交付

https://www.pref.osaka.lg.jp/hokubugesui/　　　　　　　
	Microsoft 　

Word 形式

	
	１－２　入札説明書
	
	

	
	１－３　一般競争入札参加資格申請書
	
	

	
	１－４　競争入札心得
	
	

	
	１－５　郵便入札心得
	
	

	
	２　　　業務提携書
	
	

	
	３　　　委任状
	
	

	
	４－１　入札書
	
	

	
	４－２　入札書（再度入札用）
	
	

	
	５　　　単価内訳書
	
	

	
	６　　　辞退届
	
	

	
	７　　　質問書
	
	

	契約関係
	８　　　契約書（案）
	
	

	
	９　　　契約保証金免除申請書
	
	

	仕様関係
	１０　　仕様書
	
	

	電子契約関係
	１１　　電子契約同意書
	
	

	その他
	※次の書類はリンク先（表示）を参照のこと。
１２　大阪府暴力団排除条例に基づく公共工事等からの暴力団の排除に係る措置に関する規則の施行に伴う事業者からの「誓約書」の提出について（表示）
１３　大阪府発注の公共工事等からの暴力団排除の取組強化について（表示）
１４　ハートフル条例に基づく障がい者雇用状況報告の提出について　
広報リーフレット（表示）
ホームページ（表示）
１５　労働関係法令の遵守について（表示）
１６　府が排出する産業廃棄物処理委託における電子マニフェスト使用の義務化について（表示）


６　提出書類一覧（郵送又は持参により提出するもの）
(１) 入札参加確認申請手続（入札説明書を参照のこと。）
	申請書
	提出方法

	一般競争入札参加資格

申請書
	大阪府北部流域下水道事務所ホームページ(https://www.pref.osaka.lg.jp/hokubugesui/)より一般競争入札参加資格申請書をダウンロードし、郵送又は持参により「４　手続先・問合せ先」に提出すること。

期限については「２発注スケジュール」中「（２）本業務への入札参加申請」を参照すること。


	添付書類
	備考

	許可証（写し）
	○産業廃棄物収集運搬業の許可証（大阪府知事の許可及び処分を行う区域を管轄する行政庁の許可）の写し

○産業廃棄物処分業の許可証（処分を行う区域を管轄する行政庁の許可）の写し
○電子マニフェストの加入証の写し（ただし、加入証発行日が入札参加申請期間中であること）

	業務提携書
	様式２　業務の提携をして入札に参加する場合に提出

	委任状
	様式３　業務の提携をして入札に参加する場合に提出


（２）入札書の提出（入札説明書を参照のこと。）

	提出書類
	備考

	入札書
	様式４－１

	入札書（再度入札用）
	様式４－２　再度の入札の際に使用

	単価内訳書
	様式５


（３）送付方法等

（ア）上記（２）の書類を郵送で提出する場合は、次のａからeまでの方法によること。当該送付方法を遵守しない者のした入札は原則として無効とする。
ａ　一括送付の遵守

必要な書類はすべて紙に印字し、送付すること。

ｂ　電子媒体での郵送の禁止

コンパクトディスク等の電子媒体での提出は認めない。
ｃ　配達日指定及び配達記録による郵送の厳守

配達日を指定し、かつ一般書留又は簡易書留等により配達記録が残るものを活用すること。配達日の指定は、令和８年　４月１４日（火）又は令和８年　４月１５日（水）とし、厳守すること。

ただし、令和８年　４月１５日（水）は午後５時までに必着とする。

ｄ　配達日の指定の厳守

上記指定日時以外に到着した者のした入札は原則として無効とする。
ｅ　送付先等の表示
次の記載例を参照に表示すること。

（送付物表面の記載例）

	〒567―0041　茨木市下穂積一丁目180
大阪府北部流域下水道事務所総務課　宛て

入札書在中
（件名）安威川流域下水道中央水みらいセンター脱水ケーキ収集運搬処分業務(その２)の委託に係る単価契約 

配達日指定　令和８年　４月　１４日


※「入札書在中」、「件名」、「配達日指定（４月１４日又は４月１５日のいずれかを記載）」を必ず表示すること。

（イ）上記（２）の書類を持参で提出する場合は、次のａからｄまでの方法によること。当該提出方法を遵守しない者のした入札は原則として無効とする。

ａ　一括提出の遵守

必要な書類はすべて紙に印字し、提出すること。

ｂ　電子媒体での提出の禁止

コンパクトディスク等の電子媒体での提出は認めない。
ｃ　提出日時について

提出日時は入札執行の日時とすること。
ｄ　提出日の指定の厳守

入札執行日時以外の提出は認めない。よって、上記指定日時以外に提出した者のした入札は原則として無効とする。
本業務の入札に参加を希望される方は、令和７・８・９年度大阪府物品・委託役務関係競争入札参加資格者名簿に登録されることが必要です。





「委託役務業務」の公告です。








【再度の入札等にかかる注意点】　


・本案件の予定価格については、落札決定後に公表します。


・当初の開札で予定価格の制限の範囲内での応札がない場合、直ちに再度の入札を行います。


・再度の入札は一回限りとします。


・再度の入札を行う場合、様式４－２　入札書（再度入札用）を提出すること。


　入札書を郵送で提出する者に当たっては、様式４－２　入札書（再度入札用）を入れた封筒（「再度入札書在中」と記載したもの）を当初の入札書封筒に同封して郵送すること。
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